
札幌圏都市計画地区計画の決定（札幌市決定） 【 決 定 番 号 第 78号 】

決 定 平 成 ９ 年 ３ 月 28日 （ 告 示 第 311号 ）

都市計画新川第二地区地区計画を次のように決定する。

１ 地区計画の方針

名 称 新川第二地区地区計画

位 置 札幌市北区新川５条20丁目ほか及び新川西２条１丁目ほか

区 域 計画図表示のとおり

面 積 １６．７ ha

区 地区計画の 当地区は，都心部より北西約８㎞に位置し，都市計画道路「新川通」に近接し，ま

域 目標 た都市計画道路「追分通」が存する交通至便地であり，現在，本市施行の宅地開発事

の 業により，その地区特性を生かした工業系の開発が進められている。

整 そこで，本計画では，当該事業の事業効果の維持・増進を図り，事業後に予想され

備 る敷地の細分化などによる環境の悪化を防止し，良好な工業業務地の形成を図ること

・ を目標とする。

開

発 土地利用の 当該宅地開発事業の土地利用計画を基本とし，環境悪化をもたらすおそれのない工

及 方針 業業務機能の集約的な立地により，工業の利便の増進を図る地区とする。

び

保 地区施設の 地区内の区画道路及び緑地については，当該宅地開発事業により整備されるので，

全 整備の方針 これら地区施設の機能の維持・保全を図る。

に

関 建築物等の 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき，建築物等に関する制限を次のように

す 整備の方針 定める。

る １ 安全で円滑な工業業務機能の確保を図るため，「建築物の敷地面積の最低限度」

方 を定める。

針 ２ 敷地の道路及び隣地に面する部分には，工業業務に要する適正な空地の確保が図

られるよう「建築物の壁面の位置の制限」を定める。

３ 「建築物等の形態又は意匠の制限」として，落雪・たい雪のスペースを確保し，

冬季間にあっても安全で良好な環境の確保が図られるよう，屋根の形態の制限を定

める。

１



２ 地区整備計画

名 称 新川第二地区

区 域 計画図表示のとおり

面 積 １３．２ ha

建 地区 名 称 工 業 業 務 地 区

築 の

物 区分 面 積 １３．２ ha

等

に 建築物の敷地

関 面積の最低限 ５００㎡

す 度

る

事 建築物の壁面 １ 都市計画道路「追分通」の道路境界線（隅切部分を除く｡)から建築物の外壁又はこれに代わる柱（以

項 の位置の制限 下「外壁等」という｡)の面までの距離の最低限度は３ｍとする。

２ 前項に掲げる道路以外の道路境界線（隅切部分を除く｡)から外壁等の面までの距離の最低限度は２ｍ

とする。

３ 隣地境界線から外壁等の面までの距離の最低限度は２ｍとする。

建築物等の形 建築物の屋根は，敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き，道路側

態又は意匠の に傾斜する形態としてはならない。

制限

備 考 用語の定義及び面積，高さ等の算定方法については，建築基準法及び同法施行令の例による。

理 由

当地区の宅地開発事業の事業効果の維持及び増進と，将来にわたって良好な工業業務地の形成が図られるよう，地区計

画の決定を行うものである。
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